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＜市立幼稚園特別支援学級就園に向けてのスケジュール＞ 

時期 内容 詳細 

受付開始日まで 就園の検討 

□担任など園や施設の先生に相談する。（通所先が

ある場合） 

□市立幼稚園の特別支援学級を見学する。 

９月下旬 
～１０月上旬 受付期間の確認 

□「広報いちかわ」や市川市のホームページで 

申請書受付期間の確認をする。 

受付期間中 
（例年１０月下旬頃 

～１１月下旬頃） 
就学相談申込み 

□教育センターに電話をして面談日を予約する。 
 （面談日決定までに１・２週間程かかります。） 
☏０４７―３２０－３３３６ 

就学相談 
初回面談日まで 

就学相談準備 
□教育相談票を記入する。 

（市川市のホームページよりダウンロード） 

就学相談 
初回面談日 

就学相談 

下記のものを持参し、教育センターに来所する。 

□教育相談票 
□母子手帳 
□身体障がい者手帳・療育手帳・精神手帳 

（お持ちの方） 
□他機関での検査結果（お持ちの方） 

初回面談日以降 
希望が確定したら 

審議申込み ■面談にてご案内します。 

審議申込みから 
およそ１・２か月後 

審議（※） ■面談にてご案内します。 

審議から 
およそ１か月後 

審議結果（答申） ■ご自宅に郵送にて通知されます。 

審議結果受け取り後 園決定 
□幼保施設管理課へ電話する。 

☏０４７－７１１－１７９８ 

園決定後 就園 ■幼保施設管理課や園よりご案内があります。 

※審議：医師、学識経験者、特別支援教育の関係者で組織される教育支援委員会において、お子
さんの適切な就学について聴取、検討すること 
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＜市立幼稚園特別支援学級について＞ 

 

１．市立幼稚園 特別支援学級（通称：ひまわり学級） 
特別支援学級（ひまわり学級）とは・・・ 

おもに知的な発達に課題を持つお子さんのための学級です。 

小集団の中で集団生活の基礎を身につけていくことを目標としています。また、お子さんの力や

ペースに応じて、通常学級との交流を行い、友達と一緒に活動する中で成長を促していきます。 

 

３園に設置  

 
 
 
 
市立幼稚園は２年保育です。特別支援学級（ひまわり学級）に関しては、園区はありません。 

園ごとに定員があります。（募集人数とは異なります。） 

 

２．市立幼稚園 学級の人数 

通常学級  園児３５人に教員１人 

特別支援学級 園児３人に教員１人 

 

３．見学について・・・ 

幼稚園への入園を希望されている場合、園の環境や教育内容、子供たちの様子などをよく知るために、

実際に見学していただくことをお勧めします。普段の取り組みのほか、各幼稚園で行われる行事等での様

子を見学されることもよいかと思います。ひまわり学級をご希望される場合は、必ず見学をしてください。 

なお、見学にあたっては、現在通所している施設の先生にご相談の上、各幼稚園までお問合せください。 

 

４．就園のご相談は・・・ 

現在通所している施設の先生に相談するほか、教育センターでも相談をお受けしております。 

教育センターでの相談には事前予約が必要です。お電話でお問い合わせください。 

☎ ０４７―３２０－３３３６（火～土 ９：００～１７：００） 

百合台幼稚園 大洲幼稚園 南行徳幼稚園 
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＜就園の手続きについて＞ 

 市立幼稚園の入園申請書受付開始時に申込み 

市川市立幼稚園は、９月下旬から１０月上旬の「広報いちかわ」や市川市のホームページで申請

書受付期間のご案内があります。特別支援学級（ひまわり学級）も、同時期にお申込みを受け付け

いたします。 

特別支援学級（ひまわり学級）に入級する場合は、教育支援委員会という会議で審議を受ける 

必要があります。 

 
（市立幼稚園の受付開始日になったら） 

１ 就学相談申込み…教育センター（☎０４７－３２０－３３３６）へ連絡し、 
面談日を予約します。（火～土９：００～１７：００） 
 
 

２ 就学相談…お子さんの様子などを伺います。※複数回になる場合もございます。 
 ※教育相談票をダウンロードし、あらかじめ記入したものを面談日にご持参下さい。 
 

 

 

 

         

 

 

 

３ 審議申込み…保護者面談：必要情報の確認や手続きのご案内をいたします。 

４ 調査… ①お子さんの面談又は心理検査  
※発達センターや病院等、他機関での検査結果がある場合は、そちらをご提出ください。 
※教育センターで心理検査を実施した場合、検査結果のフィードバック面談を実施します。 

②幼稚園にて、お子さんの様子を観察させていただきます。 

５ 審 議…教育支援委員会（医師、学識経験者、特別支援教育の関係者で組織される、就学について話

し合う機関）にて審議。 

６ 審議結果（答申）…保護者宛に郵送にて通知。 

７ 園決定…保護者から幼保施設管理課（☎０４７－７１１－１７９８）へ連絡し、入園に向けて手続き

をすすめていきます。  
 

※各園で入園承諾書受理   入園説明会  体験入園    

☆面談前に園の見学を済ませておく 

〈持ち物〉教育相談票、母子手帳、 
療育手帳・身体障がい者手帳・精神
手帳（お持ちの方）、 
他機関での検査結果（お持ちの方） 

①市川市ホームページを検索し、さ
らに教育相談票と検索 

②右のようなページに移動。この下
に教育相談票の PDF ファイルがあ
ります。 

こちらの QR コード
からも申込めます 


